
（参考1）医療制度改革における生活習慣病対策の  

推進について  

医療制度改革にお  ける生活習慣病対策の推進について  

○ 近年、我が国では．中高年の男性を中心に、肥満者の割合が増加傾向にあるが、肥満者の多くが、糖尿病、高血圧   
症、高儀血症等の危険周子を捷蝕併せ持ち、危険因子が重なるほど心疾患や脳血管痛点を発症する危険が増大する。  
○ こうした内良脂肪聖肥満に着日した「内良港肪症候群（メタポリッウシンドローム）」の概念を導入し、国民の   
運動、栄養、喫煙面での健全な生活習慌の形成に向け（「1に運動、2に食事、しっかり無性、最後にクスリJ）、   
国民や関係者の「予防」の重要性に対する理解の促進を図る「健康づくりの国民違削ヒ」を推進するとともに、必要   
度に応じた効果的な保健指導の徹底を図る「網羅的・体系的な保健サービス」を積極的に展開する．  

＜具体的な取組＞   

健隆二保健‡旨聾の重点イヒ・効率化  

0 内帳脂肪症侯群等の予備群に対する供偉指導を   
徹底するため、健診機会の段階化に上り予備器の   
確実な抽出を回るとともに、健診の籍具を踏まえ、   
瞑雉指導の必要附こ応じた対象者の階層化を図り、   
動確付けの支援を含めた保健指導プログラムの標   
準化を図る．  

健妻妾の】陀細鴇化   

○ 健診未受診者の祐美な把握、保健指導の散在、   
医療費適正化効嘉までを含めたデータの蓄積と効具   
の評価といった観点から、医療供険者による供健事   
業の取組強化を図るi   
→ 医ま保険者に糖尿病等の予防に着目した健診・   
保健指導の実施を帯務付け  

都道府県の総合説重機能の発撮と都道府県健康増進計画の内容充皇  

○ 都道府県が総合調整柊能を発揮L、明確な目標の下、医瑳陰険者、事業者、市町村等の役割分担を明確にし、   
これらの防係者の連携を一層促進していくことが必要．   
このため、都道府県佳奈増進計画について、地域の実情を躇まえ、糖尿病等の有病者・予備群の液少寧ヤ糖尿   
病等の予軌こ着冒した健診・倶食指導の実施率等の具体的な数佳目標を設定し、関係者の具停的な役割分担と連   
携方策を明記するなど、その内奮を充実させ、幾合的な生活習慣柄対策の推進を底る．  

＜，  匡車 中長期的な医療費の適正化  
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畠  医療保険者   

Q腱診・、提蛙指導の  

都道府県  

○科学的根拠に基づく効  
零的なプログラムの提京  
・標準的な健診・保健指導  
プログラムの策定 等   

0総合的な生活習慣病対  

○低廉づくり施策の総合  実施，（ハイリス  
アフローーチ）  

・健診一保腱指導  
的な企画と関係者間  
の協議調整  

穂橿的法康  

箕の基本的方向性  
的な枠組みゐ提示  

嘩痩・舶達磨廠軸革秦   0都道府県の取組支援 
、 ・都道府県健康増進計画改  

壷  
マ己呈7ルの法定㌧幕  

○健康増進計画の内容   
充実（新しい像康増   
進計画）   

・目榛値の設定   
・関騒音の具体的な  
取組   
・評価  

0健康づくりの普及  啓（ポピ 

発ュレー   
ションアプローチ）  

0がん検診等の実施  

健康保険法等の一部を改正する法律の骨子  

医療保険制度について、国民皆保険を堅持し、将来にわたり持続可能なものとしていくため、「医療制圧改革大綱」（平成17年  
12月1日放か与党医療改革協路会決定）に沿って、医療費適正化の総合的な推進、新たな高齢者医療制度わ創設、保険者  
の再編・統合等所要の措置を講ずる．  

1．医療費適正化の】生全的な糠准   

（1）医療費適正化計画の策定【平成20年4月】  

0生活管脚箕や長期入院の是正など中泉納的な医應賛適正化のため．国が示す基本方抑こ即し国及び都護府県が計竜（計画期間5年）  
を策定  

（2）虔険者に対する一定の予防健診等め軽務付け【平成20年4月】  

0医長罷険看に対」40象以上の被脚等を対象とする鞄尿病等の予防に着目した色絵及び保性偏の実施書翫環付け  

（3）保険給付の内容・範囲の見直し等  

b現役並みの所得があ潮のま育鯉を2‡lから8割Iニ引き上げ【平成1B軒0月】  
○慮幸㈱こ入院する高酬費・居住支の負担の見呈し【平成1時10月】  
0捕手当会・出藍手銭金の支給率事象見直し【平成1坤月】  
07D鐘カ、ち74鼓壬での冨論者の患者負喝を1割から2壬lに引雪上げ【平成20年4月】  
0乳幼児に対ナる塁看負捏軽渡（2割他の対象年齢を朋から軽脾青柳大【平成之0年4月】   

（4）病床転換助成事薫の創設【平鹿20年4月】及び介注療養型医順の廃止【平成24年4月】  

乙新たな高齢者匡1審判庁の創設  

（1）後期高齢者医療制度の創設【平成20年4月】  

075註以上の琳着の保倹科（1割〉、現役世代瀾保・社用善良隠からの支探（約4割）及び公費【約5割）を財布とする新たな医療鴫   
新設  
0保険料徴収は市わ村が行い、財政軍曹は都道府県単位で全市町村が加入する広域重合が実施  
0高峰E優貴についての財政支援、保険料未納等に対するj引寸・交付など．包・郁道府県による財政安定化措置を実施  
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（2）叩高齢者の医療費に係る財政調整制度の創設【平如q年4月】  

065註から74歳までの前期宗論曹の給付■及び前期高相＝係る納高齢者支援封＝ついて、国保及び牲用者保険の加入者世l＝応じて   

て、平鹿暗躍勒同に甜島未棚舌を埴として、折損経過胚比鴨続  

3．保l染着の玄鐘・縫合  

（1）国保の財政基盤強化 

0t白餅政義櫓化筆偶級医ま文典同抑由堵技【公布E‖平成18年4月から朋H  
O脚改共腋走他事業の割位【平成18年10月】  

（2）政管健偏の公法人化【平成之0年lo月】   

穂別粗金配  

0適再及び保険寧触事梼は・年曲乱、て実施   

（3）地域型健保組合【平成18年10月】  

0画一郁帥こおける統合を促進するたれ統合後の組合り鱒ほ像年輪合）につぃて、経過塔正として、脚辛の不均一掛る  

4．その他   

を点鵬成仲鹿1抑0月】  

（注〉 t】内l土施行期日  

（参考）高齢者の医療の確保に関する法律の概要（抜粋）  ※括弧内は該当条番号  

（医療費適正化墓凛方針及び全国医療書適正化計画）   

○ 厚生労働大臣が定める「医標章適正化基本方針」においては、次に掲げる事項を定める．（8）  

①軌道府県医療ま適正化計画において定めるべき目標に係る参酌すべき標準その他の当抵計圃の作成に当たって指針と  
なるぺき基本的な事項   
②都道府県医療井適正化計画の達成状況の評価に髄する基本的な事項   

⑳医療lこ草する兼用の調査及び分析に地する基本的な事項  等   
0 医療文通正化基本方針は、医療法に規定する基本方針、介注保険法に規定する基本指針及び牡鹿増進法に規定する  
基本方針と調和が保たれたものでなければならない．（B）  

0 厚生労働大臣が定める「全国医療費適正化計画」は、5年ごとに5年を一期として策定し、次に掲げる事項を定める。（8）  

①周長の健康の保持の推進に併し、国が達成すべき目標に関する事項  
②医療の効率的な提供の推進に崩し、国が達成すべき目棲に関する事項  
⑳ 目標を達成するために国が取り組むべき施策に関する事項  

⑥ 目標を速成するための保険者、医療機関その他の関係者の連携及び協力に関する事項  
⑤計画期周における医療に草する兼用の見通しに関する事項  
喧）計画の達成状況の評価に関する事項  等   
0 厚生労働大臣は、全国医療書適正化計画の作成年度の翌々年虔において、計画の進捗状況に関する評価を行うとともに、  

その結果を公表する．また、計画の納聞の終了の日の属する年度の翌年度に目棲の達成状況及び施策の実施状況に関す  

る調査及び分析を行い、計画の実線1＝関する評価を行うとともに、各卸進府優における医療費適正化計画の実撲に関する評  

価を行い、その内容を公表するものとする。（11・12）  

（医療費適正化計画の作成等のための調査及び分析等）   

○厚生労働大臣は、全国医環文通正化計画及び都連府県医療辛適正化計画の作成、実施及び評価に資するため、次の調  

査及び分析を行い、その結果を公表する．（16）  

①医療に要する兼用に関する地域別、年齢別又は疾病別の状況等  
②医摂の提供に関する地域別の病床数の推移の状況等  
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（都道府県医療支適正化計画）  

0 都道府県が定める「竜l道府県医療集適正化計画」は、5年ごとに5年を一期として策定し、次に掲げる事項を定める．（9）  

①住民の健康の保持の推進に閲し、都道府県において達成すべき日摸に関する事項  
（∋ 医療の効率的な提供の推進に閲し．都道府県において達成すべき目橿に横する事項  

③ 目標を達成するために都道府県が取り穏むぺき施策に蘭する事項  
④ 目穣を達成するための保険者、医療機関その他の隕係看の連携及び協力に駁する事項  
（9 当紘都道府県における医療に要する費用の詭査及び分析に関する事項  

⑥計画期間における医療に要する兼用の見通しに関する事項  
⑦計画の達成状況の評価に関する事項  等  
0樹医療計画、介琵保険事業支蛙計画及び都道府県健康増進印蜘が保たれたもので  
なIナればならなし㍉（9）  

0御L計画の策定又は変更の博には、あらかじめ、鳩庄市町村に協注しなければならない。また、計画の作成及び  
什tに暮づく▲■pt岨こ■Lて仏事が上ると認めもと蕾仕・優■書・E虚■uその■の■慎書に＃して必■なt力喜責め   
ることができる．（9）  

0都道府県は．鞭具を公衰する   
また、計画の嘲盲行し㌧   計卿（11・12）  
（診療報酬に係る意見）  

○都道府県は、評価の轄果、r②医療の効宰的な提供の推進に閏し、都道府県において達成すべき目軌の達成のために必   
要があると認めるときは、厚生労働大臣に対L、診療報酬に関する意見を提出することができる。厚生労働大臣は、都道府県   

から意見が提出されたときは、当該意見に配慮して、診療報鵠を定めるよう努めなければならない。（13）   

（診療報酬の特例）  

○ 厚生労働大臣は、評価の結果、全国医療費適正化計画及び都道府県医療兼適正化計画のr②医療の効率的な提供の推   
進に関し、速成すべき目標」を達成し、医療t適正化を推進するために必要があると認めるときは、－の勧進府県の区域内に   

おける診療報軌について、地域の実情を踏まえつつ、適切な医療を各都道府県問において公平に提崩する観点から見て合理   
的であると認められる範海内において、他の軌道府県の区域内における診療報酬と異なる定めをすることができる。（14）  

（資料提出の協力及び助言唇〉  

0 厚生労働大臣又は都道府県知事は」†画の進割   

保険者．医療t幾催その他の馳係毒に対し．必要な5  

酎＝憾する評価を行うためlこ必要があると認め  

帖L 惰力右求めることができる＿（15）  

○厚生労働大臣又は轍に基づ  
必要な助郷（15）  
※ 鵬保険法等の一部を改正する法律案 附則萬34集  
厚生労働大臣又は翻し医療費適正化基本方針・全国医療費適正化計画・卿   
適正化計画の作成のため碑鳩億その他の必要な塗臓  
行儀雇することができる．  

（参考）健庶増進法（改正案）（抜粋）  
0 都道府県は．ま17条隻1頂の規剖＝より市町村が行う業務及び第19条の2の規定により市町村が行う事業の  
に咽  
ての他力子の納当附加＝村lこ対する必菩な接助を行う．（18②・19の3）  0厚生労働大臣又は卿  
び尭19粂の2に規定する塞真の棄権の状況に関する轍（19の4）  

（特定健康診査等基本指針）  

0 厚生労他大臣は、特定健康診萱及び特定保健指導の適切かつ有効な実施を図るための基本的な指針を定める。特定態度  
診査等基本持割においては、次に掲げる事項を定める．（18） 

①特定健康珍重及び特定保健指導の実施方法に関する基本的な事項  
②特定健康診査及び特定保健指頭の実施及びその成果に係る目様に関する基本的な事項  等  
○ 特定像鹿珍重等基本指針は、僅康増進法に規定する健在珍重等指針と調和が保たれたものでなければならない．   

（特定健康診査等実施計画）  

0 保険者は、特定健在診査等基本指針に即して、5年ごとに、5年を一期として、特定健康診査及び特定保健指専の実施に関  
する計圃を定める。特定健康診王事実施計画においては、次に掲げる事項を定める。（19）  

①特定健康珍重及び特定保健指頭の具体的な実施方法に関する事項  
②特定健康診萱及び特定保健指礫の実施及びその成果に関する具体的な目標  
③その他特定健康診査及び特定展健指専の適切かつ有効な実施のために必要な事項  
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「医療制度改革大綱」（政府・与党医療改革協隆会 平成1了年12月1日）  

Ⅰ．改革の基本的な考え方  

1．安心・信頼の医療の確保と予防の重税  
国昆の匡耐こ対する安心・信緬を確保し、質の高い医療サービス鱒適切に提供される医療捷供体制を確立する．  
また、健康と長寿は包民雄しもの挿し、であり、今後は、治癒重点の医療から、疾病の予防辛圭祝した保姓医療体系へと  
転襖を囲っていく．  
特に、生活習慣磨の予防は、国民の腱應の確保の上で重要であるのみならず、治療に要する医療雇の減少ヒも賀する  
こととなる。  

Ⅱ．安心・信頼の医療の確保と予防の重視  

2．予防の重視   

（国民運動の風如  
糠尿掛高血圧症・高脂血症といった生声習慣病の予防を国民運動として展開し、運動官位や、「食音」の推進を含め、  
バランえのとれた食生活の定着を囲る．  
また、高齢期の位康確保のため、802D運動を推進する。  

（生嘉晋置病予防？ための取組体制）  
都道府県の健康増進計画の内容を充廃し、運動、食生活」契煙等に関する白樺を設定し、痙長の生活習慣改善に向け   
た普及琶儀を積極的た進める．また、せ診・保址指導案施宰等の目標を設定し、その壷劇こ向けた取組を促進する．  

生活習慎扁の予防＝ついての保険者の役割を明肘ヒし、蝕保険者・被扶養者に対する効果的，効率的な健診い良住持導   
を豪珠づけるなど、本格的な取組を展開する。  

保健指導の効果的な実施を包るため、国において保健指導プログラムの標準化を行う．   

（がん予防の推進）  

がんは、日本人にとって死亡原田の第一位である。がん予防のため、ま煙支援などの生活習慣の改善を進める．なお、  
たばこ税を引上げるぺきとの意見については、税制改正全体の中で経論していくこととする．   

¶L医療費適正化の総合的な推進  

2．医療糞適正化計画の椎進  

（1）計画の策定  

囚の責任のもと、国及び都道府県等が協力し、生活習慣病対策や長期入院の是正などの計画的な医療費適正化に取  
り組む．  

医療費適正化計画の策定の手順・内容は、次のとおりとする．  

・国は、中長期的な医療井適正化のための基本方針を策定するこ基本方針では、糖尿病等の患者・予備軍の減少牢や  

平均在院日放の短措に関する政策目標の全国標準を定める．  

・国及び都道府県は、基本方針に如して、それぞれ、医療文適正化計画（5年間）を策定する．  

・国は、その適正化計画において、都道府填での取細に対する財政支捷、計画を実施する人材の養成馬の取紹を定め  

る．  

・都道府県は、その適正化計画において、全国棲準に基づき、当該都道府県における糖尿病等の患者・予備軍の減少   

率や平均在院日勤の短縮lこ関する政策E棟を定める．  

・政策目標の実現の効果として達成される医療費の見通しを、国レベル、都道府県レベルで定める．  
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「医療制度構造改革試案」（厚生労働省 車成17年10月19日）  

第2 試案  
Ⅰ予防重視と医療の要の向上・効峯化のための新たな取組  

（1）生活習慣病予防のための本格的な取組   

① 糖尿病・高血圧症・高脂血症の予防l二者目した健診及び保健箱嘩の充実  
0 近年、我が国では、中高年の男性を中心に、肥満者毎朝告が増加顔向にある。肥満者の多く、糖尿病、高血  
圧症、高脂血症（以下「糖尿病等」という．）の「危険因子を複数併せ持ち、危険因子が重なるほど心疾患や騒  
血管疾患を発症する危険が増大する．  

0 これらの疾病を予防するためには．運動習慣の定着ネバランスのとれた食生活などの生活電信の改善が効果  
的であり轟こうした効果をねらって健診及び保位指導の充実卑図る必層がある．  

0 異体的方声として恥 
わ減少事の日操やモの実現につながる内容の祉診及び環催帯革の実施率の目標を設定し．これらの達成に向け、  
医療保険者卜都道府県 市町村等の具体的な役割分担を明確にし、連携の促進を回る．  
特に、国良及び被用者保険の医療保険者においては、糖尿病等の予防に着日した保健事集の本植朗な実施を  

図る．  

0 他診及び馳指導の実施に際しては、適切な主体へめ外部委託を含め、民間活力を活かし、効学的で効率的  
なものとする必要がある．  
また、曙地籍専については、個々の対象者の筆革習慣等を琴辞した上でそれぞれの状況 
支援を行うものでなければならないことふら．国において早急に保祉指導プdグラムの梼準仕を行うとともに、  
都道府県においては、保健籍尋ゐ質ゐ向上等を国るための碗臆壷業等の取組を行う。   

② 蔀道府県、市町村による国声の生活習慣改善に向けた普及啓発等の充実  
○ 連戦習伍の定着、／くランスのとれた食生活、禁煙とし、った健全な生活習憤の定着に向け、r健康日本21J  
の中間評価結果を踏まえた取癌を充実強化する．  

0 卸道府県健康増進計画において、運動、食生活、喫煙等に関する目棲を設定し、市町村を中心とした   
普及啓発を犠極的に展崩する。  
○，たばこに起由して医療費が増大することを勘案し、たばこ対策についての取組を強化する。  

③鹿やか生活習慎国民運動推進会諸（仮称）の設置   
0 運動、食生活、薫煙手練とする生活習慣病予防や、生活習慣の積み重わが影響する恵齢期における介護予防  
を国民運働として展開していくことを目指し、健やか生活官位国民運動推進会…昆（仮称）を慧偏する．そのた  
め、まず、所要の準幅会議を置く。  

Ⅱ 医療費適正化に向けた総合的な対策の推進   

（1）中長期的な医療費の適正化  
中長期的に医療兼の車車化を行うため、邑が示す参酌標準の下で、三計画との整合性を困る形で都道府県が   
医奉賛適正化計司推称）を策定し、一定期蘭学に計画推進効属を検証しつつ、医療費の適正化に取り組む仕  
組み（都道府県医療未達正化計画制度）を導入する。  
（彰 計画の策定、実施、検証、実施強化、実綾評価の荒れ  

（平成27（2015）年度における医療費適正化の実質的な成果を自指す政策目標（全国目榛））  
i 轄尿病等の患者・予備群の減少率  
・・平成20（2008）年と比べて25％減少させる．  

ii平均在院日数の短縮日数  
‥・全国平均（36日）と最短の長野懐く27日：計画策定時に鼠声）との差を半分に稀小する。   
※l及びilの目標と併せて、これらを実現するための具体的な取相レベルでの目標も示す。   
例〉 ‖ニついては、萄尿病等の予防に着目Lた健診及び倶健指導の実施率  
iiについては、在宅等での看取り串、地域連携クリティカルパス実施率、病床転換数 等  

② 医療保険者による保健事集の本格実施   
○ 国保及び被用者保障の医療保腐看に対し、ヰ0歳以■の被保候看及び披扶養者を対象とする、糖尿  
等の予防に着目した健診及び保健指導の事葉を計画的に行うことを篭務づける．あわせて、実施應果  
に関するデータ管理を軽蔑づける．  
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（参考2）中長期的な医療費適正化の推進について  
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中長期的な医療費適正化方策  

一差痙恕Ⅰ庶政蔓大壷拷（抄）   

医療費適正化計画の推進   

（1）計画の策定   

国の責任のもと、国及び都道府県等が協力し、生活習慣病対策や長期入院の是正などの計画   
的な医療費適正化に取り組む。   
医療費適正化計画の策定の手順・内容は、次のとおりとする。  
・国は、中長期的な医療貴通正化のための基本方針を策定する。基本方針では、糖尿病等の  
患者・予備群の減少率や平均在院日数の短縮に関する政策目標の全国標準を定める。  
・国及び都道府県は、基本方針に印して、それぞれ、医療費適正化計画（5年間）を策定する。  
・政策目標の実現の効果として達成される医療費の見通しを、国レベル、都道府県レベルで定  
める。   

（2）計画の推進のための措置   

国は、都道府県医療費適正化計画の実現に資するよう、診療報酬体系の見直しや病床転換を   
進めるための医療保険財源を活用した支援措置を講ずる。   

（3）計画の達成の検証   

国及び都道府県は、計画終了時において、政策目標の達成状況を検証する。その結果を踏まえ、   
国は、都道府県の計画達成を支援する。また、都道府県別の診療報酬の特例について、国と都道   
府県で協琴し、国が措置する。その際、都道府県間におし、て給付に不適切な格差が生じないよう   
酋己慮する。  

中長期的な医療費適正化方策の基本的考え方  

共同憺廉  

○都道府県医療費適正化計画の作成  

○ 事業実施  
（生活習憤病対策〉  

・保険者事業（蛙診・保健指導）の指導  
・市町村の啓発事業の指導  
（在院日敬の短縮）  

・医振機能の分化・連携の推進、在宅医療の推進  
・病床転換の支援  

0 計画の進捗状況の評価（中間年J平成22年度）、   
実績の評価（最終年の翌年・平成25年度）  

○ 全国医療費適正化計画・医療費適正化基本方針の作成   

0 都道府県における事集実施への支援   
t平均在院日数の短縮に資する診療報酬の見直し  
・医療提供体制の整備  
・人材養成  
・病床転換に関する財政支援   

○計画の進捗状況の評価（中間年・平成22年度）、   
実績の評価（最終年の翌年・平成25年度）  

（放〉については中間年における進捗状況の拝価時も同株  

○保険者に、40歳以上の加入者に対して、糖尿病等に着日した健康診査及び保健指導の実施を義務付け  
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〔：  

〔こ  

〔・  

〔  

生活習慣の改善に向けた努力  

適切な受診   

早期退院の絶遠、過剰病床の  
転換   

在宅医療の充実による在宅や  
福祉施設での看取りの推進  

生活晋信病減少のための健診・  
保健指導の実施  

患者（破堤陰看）  

医
療
費
の
適
正
化
 
 

医療稔関  

医療保険者  

・医療の効率化のための診療報酬  
体系の見直し  

・医療後閑指導のための都道府県に  
対する予算措置（交付金）  

・医療賢適正化計軋及びこれに  
連動する牡鹿増進計画、医療計画、  
介詮保険事業支捷計画の策定・実施  

・市町村への指導  
医療の効率化の促進措置   都道府県  

生活習慎病対策の普及啓発  

在宅医療の受け皿となる介匿  
サービス提供体制の充実  

市町村  

3計画と医療費適正化計画との関係  

恒画  
」＝L  

ロ軒酪基甲針コ  
」＝L  

国の基本方針  

介護保険事業支援計画！助成措置  医療計画  竜助成精正  健康増進計画  i助成措置  

・サービろ従事者の確保・   
資質の向上  

等  

・区域ごと種類ごとの介往   
路付サービス真の見込み   

・施設における生活環境の   
改善を図るための事業  

等  

・地域の実情を踏まえた   
目標  

医療圏の設定  
基準病床数  
救急医摂の確保  
医療従事者の確保  

等 喜  
一－－－－－－－－－－－－－－－－－ ト  ■‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾－‾‾‾‾‾‾‾‾‾ 

「‾‾‾‾‾‾－  

1帝卜 憶昆病専の有病者・呈  
予備群の減少に関する；  
数値目標  

（新）・健診及び保健指導の；  

（新）  

箕  l  

閻卜臨幸中．がん、糖尿病等   
の疾病別の患者の年間絵   
入院日数の転結に関する  
数値目標  

（新卜 在宅での看取りや地域   
連携クリティカル／くスの普及  
等に関する取組  

（新〉・脳卒中、がん、糖尿病等  
ごとの医療機瀾の機能分化  
と連携  

等  

統合福助  
金等  

相互に整合  工工  相互に整合  エエ  

新
医
虎
黄
道
正
化
計
画
 
 

医療黄の現状と分析（入院・入院外、一人当たり日数▼一人当たり医療費、疾病分疑別等）  
平均在院日数の短縮に関する数値目標  
糖尿病等の有病者・予備群の減少に関する数値目標ご健診・保健指導の実施率に関する数値目標  

新
国
の
基
本
方
針
 
 

目標実現のための取組方策（3計画に含まれるものは再掲として記載）  

その他地域における医療費適正化方策（重複頻回受診の是正等）  

医療費適正化の取組を行うことによる医療費の見通し  
実施、換言正、評価のサイクル  
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邑虔黄逼正化計画  固  実績詳  

平成迎年－24年  丁 分  収集・  寮l期（H20－H24）  回’  貫之期【H2   
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